
柏崎刈羽原子力発電所第７号機 工事計画審査資料 

資料番号 KK7-001-50 改 1 

提出年月日 2020 年 7月 22 日 

 

 
 
 
 

基本設計方針に関する説明資料 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 

 
 
・要求事項との対比表 
（設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7） 

・各条文の設計の考え方 
（設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-6） 

・先行審査プラントの記載との比較表 

 
 
 
 

2020 年 7 月 

東京電力ホールディングス株式会社 

本資料のうち，枠囲みの内容

は，機密事項に属しますので

公開できません。 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-1 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

（原子炉格納容器内の冷却等の

ための設備） 

第六十四条 発電用原子炉施設

には、設計基準事故対処設備が

有する原子炉格納容器内の冷却

機能が喪失した場合において炉

心の著しい損傷を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるために必要

な設備を施設しなければならな

い。 

①，②，③，⑥，⑦，⑧，⑨，⑩ 

 

２ 発電用原子炉施設には、炉

心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器の破損

を防止するため、原子炉格納容

器内の圧力及び温度並びに放射

性物質の濃度を低下させるため

に必要な設備を施設しなければ

ならない。 

①，④，⑤，⑥，⑦，⑧，⑨，⑩ 

 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低

下させるために必要な設備」及

び第２項に規定する「原子炉格

納容器内の圧力及び温度並びに

放射性物質の濃度を低下させる

ために必要な設備」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

(i) 原子炉格納容器内の冷却等のための

設備 

 設計基準事故対処設備が有する原子炉

格納容器内の冷却機能が喪失した場合に

おいて炉心の著しい損傷を防止するため，

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。炉心の著しい損傷が

発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，原子炉格納容器内の

圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を

低下させるために必要な重大事故等対処

設備①-1を設置及び保管する。□1 （①-2） 

 

 (3) 非常用格納容器保護設備の構造 

(ⅲ)重大事故等対処設備 

a. 原子炉格納容器内の冷却等のための

設備 

 設計基準事故対処設備が有する原子炉

格納容器内の冷却機能が喪失した場合に

おいて炉心の著しい損傷を防止するため，

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。炉心の著しい損傷が

発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，原子炉格納容器内の

圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を

低下させるために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する。□1 （①-2） 

 

 

 

9. 原子炉格納施設 

9.2  原子炉格納容器内の冷却等のため

の設備 

9.2.1  概要 

 設計基準事故対処設備が有する原子炉

格納容器内の冷却機能が喪失した場合に

おいて炉心の著しい損傷を防止するため，

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。炉心の著しい損傷が

発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，原子炉格納容器内の

圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を

低下させるために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する。◇1 （①-2） 

 

 原子炉格納容器内の冷却等のための設

備の系統概要図を第 9.2－1 図から第 9.2

－4 図に示す。◇3  

 

 また，想定される重大事故等時におい

て，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・

プール水冷却モード）が使用できる場合は

重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する。③-4 残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系

（サプレッション・チェンバ・プール水冷

却モード）については，「5.3 非常用炉心

冷却系」に記載する。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-2 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

めの設備をいう。 

 

（１）重大事故等対処設備 

ａ）設計基準事故対処設備の格

納容器スプレイ注水設備（ポン

プ又は水源）が機能喪失してい

るものとして、格納容器スプレ

イ代替注水設備を配備するこ

と。①，②，④ 

 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ

代替注水設備は、設計基準事故

対処設備に対して、多様性及び

独立性を有し、位置的分散を図

ること。⑦ 

 

（２）兼用 

ａ）第１項の炉心損傷防止目的

の設備と第２項の格納容器破損

防止目的の設備は、同一設備で

あってもよい。①，⑥ 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 原子炉格納容器内の冷却等のための設

備のうち，設計基準事故対処設備が有する

原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した

場合において炉心の著しい損傷を防止す

るために原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるため，また，炉心の著しい

損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するために原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質

の濃度を低下させるための重大事故等対

処設備として，代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）を設ける設計とする。 

①-1，①-2【64 条 1】  

 

 

 

 

 炉心の著しい損傷防止のための原子炉

格納容器内冷却に用いる設備のうち，残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

が機能喪失した場合の重大事故等対処設

備として使用する代替格納容器スプレイ

冷却系（常設）は，復水移送ポンプにより，

復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由

して原子炉格納容器スプレイ管からドラ

イウェル内及びサプレッションチェンバ

内にスプレイすることで，原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下させることがで

きる設計とする。 

②-1，②-2【64 条 2】  

 

 

 

 原子炉格納容器内の冷却等のための設

備のうち，設計基準事故対処設備が有する

原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した

場合において炉心の著しい損傷を防止す

るために原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるため，また，炉心の著しい

損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するために原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質

の濃度を低下させるための設備として，代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）を設

ける。①-2 

 

(a) 炉心の著しい損傷を防止するための

原子炉格納容器内冷却に用いる設備 

(a-1) フロントライン系故障時に用いる

設備 

(a-1-1) 代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）による原子炉格納容器の冷却 

 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）が機能喪失した場合の重大事故等対

処設備として，代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）は，②-1 復水移送ポンプによ

り，復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経

由して格納容器スプレイ・ヘッダからドラ

イウェル内及びサプレッション・チェンバ

内にスプレイすることで，原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下させることがで

きる設計とする。 

②-2，④-7 

 

 

9.2.2  設計方針 

 原子炉格納容器内の冷却等のための設

備のうち，設計基準事故対処設備が有する

原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した

場合において炉心の著しい損傷を防止す

るために原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるため，また，炉心の著しい

損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するために原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質

の濃度を低下させるための設備として，代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）を設

ける。◇1 （①-2） 

 

(1) 炉心の著しい損傷を防止するための

原子炉格納容器内冷却に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設

備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

による原子炉格納容器の冷却 

 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）が機能喪失した場合の重大事故等対

処設備として，代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）を使用する。◇1 （②-1） 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

復水移送ポンプ，配管・弁類，計測制御装

置等で構成し，復水移送ポンプにより，復

水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由し

て格納容器スプレイ・ヘッダからドライウ

ェル内及びサプレッション・チェンバ内に

スプレイすることで，原子炉格納容器内の

圧力及び温度を低下させることができる

設計とする。◇1 （②-2） 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷

却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-3 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

非常用ディーゼル発電設備に加えて，代替

所内電気設備を経由した常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電が可能な設計とする。 

②-3【64 条 3】  

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の

流路として，設計基準対象施設である原子

炉格納容器及び配管貫通部を重大事故等

対処設備として使用することから，流路に

係る機能について重大事故等対処設備と

しての設計を行う。 

②-10【64 条 55】 

 

原子炉格納容器は，想定される重大事故

等時において，設計基準対象施設としての

最高使用圧力及び最高使用温度を超える

可能性があるが，設計基準対象施設として

の最高使用圧力の2倍の圧力及び200℃の

温度で閉じ込め機能を損なわない設計と

する。 

⑩-1，⑩-2【64 条 4】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

非常用交流電源設備に加えて，代替所内電

気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電

が可能な設計とする。②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

非常用交流電源設備に加えて，代替所内電

気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電

が可能な設計とする。◇1 （②-3） 

 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・復水移送ポンプ◇1 （②-1） 

・復水貯蔵槽（5.7 重大事故等の収束に

必要となる水の供給設備）◇1 （②-1） 

・常設代替交流電源設備（6号及び 7号炉

共用）（10.2 代替電源設備）◇1 （②-3） 

・可搬型代替交流電源設備（6号及び 7号

炉共用）（10.2 代替電源設備）◇1 （②-3） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設

備）◇1 （②-3） 

 

 本系統の流路として，復水補給水系，高

圧炉心注水系及び残留熱除去系の配管及

び弁，格納容器スプレイ・ヘッダを重大事

故等対処設備として使用する。◇8  

 

 その他，設計基準対象施設である原子炉

格納容器を重大事故等対処設備として使

用し②-10，設計基準事故対処設備である

非常用交流電源設備を重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用する。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷

却 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷

却 

 

 

原子炉格納施設 

1.1 原子炉格納容器本体等 

 

 

 

 

 

⑩-1，⑩-2 引用元：P34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-4 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

想定される重大事故等時において，ドラ

イウェル圧力がサプレッションチェンバ

圧力より低下した場合に，ドライウェルと

サプレッションチェンバ間に設置された

8個の真空破壊弁が，圧力差により自動的

に働き，サプレッションチェンバのプール

水の逆流並びにドライウェルとサプレッ

ションチェンバの差圧によるダイヤフラ

ムフロア及び原子炉圧力容器基礎の破損

を防止できる設計とする。 

⑩-3【64 条 5】 

 

 

 炉心の著しい損傷防止のための原子炉

格納容器内冷却に用いる設備のうち，残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

の機能が喪失した場合の重大事故等対処

設備として使用する代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）は，可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）により，代替淡水源の水を

残留熱除去系等を経由して原子炉格納容

器スプレイ管からドライウェル内及びサ

プレッションチェンバ内にスプレイする

ことで，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させることができる設計とする。 

②-4，②-5【64 条 6】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-1-2) 代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器の冷却 

 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）の機能が喪失した場合の重大事故等

対処設備として，②-4 代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）は，可搬型代替注水

ポンプ（A-2 級）により，代替淡水源の水

を残留熱除去系等を経由して格納容器ス

プレイ・ヘッダからドライウェル内及びサ

プレッション・チェンバ内にスプレイする

ことで，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させることができる設計とする。

②-5，④-9 

 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，代替淡水源が枯渇した場合において，

重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備である大容量送水車（海水取水用）に

より海を利用できる設計とする。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型）による原子炉格納容器の冷却 

 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）の機能が喪失した場合の重大事故等

対処設備として，代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）を使用する。◇1 （②-4） 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），配

管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成

し，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）によ

り，代替淡水源の水を残留熱除去系等を経

由して格納容器スプレイ・ヘッダからドラ

イウェル内及びサプレッション・チェンバ

内にスプレイすることで，原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下させることがで

きる設計とする。◇1 （②-5） 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，代替淡水源が枯渇した場合において，

重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備である大容量送水車（海水取水用）に

より海を利用できる設計とする。◇7  

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.1 真空破壊装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩-3 引用元：P34 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-5 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，非常用ディーゼル発電設備に加えて，

代替所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電が可能な設計とする。また，可

搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，ディー

ゼルエンジンにより駆動できる設計とす

る。 

②-6【64 条 7】  

 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）のポン

プ駆動用燃料は，可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）燃料タンク（「6,7 号機共用」（以

下同じ。））に貯蔵する。 

 軽油タンク（「重大事故等時のみ 6,7 号

機共用」，「6号機設備，重大事故等時のみ

6,7 号機共用」（以下同じ。））は，可搬型代

替注水ポンプ（A-2 級）の燃料を貯蔵でき

る設計とする。 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，軽

油タンクからタンクローリ（4kL）（「6,7 号

機共用」（以下同じ。））及びホースを用い

て燃料を補給できる設計とする。 

②-7，⑨【64条 8】  

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

の流路として，設計基準対象施設である原

子炉格納容器及び配管貫通部を重大事故

等対処設備として使用することから，流路

に係る機能について重大事故等対処設備

としての設計を行う。 

②-11【64 条 56】 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，非常用交流電源設備に加えて，代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。また，可搬型代

替注水ポンプ（A-2 級）は，ディーゼルエ

ンジンにより駆動できる設計とする。 

②-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，非常用交流電源設備に加えて，代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。また，可搬型代

替注水ポンプ（A-2 級）は，ディーゼルエ

ンジンにより駆動できる設計とする。 

◇1 （②-6） 

 

 

燃料は，燃料補給設備である軽油タンク及

びタンクローリ（4kL）により補給できる

設計とする。②-7 

 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6号及

び 7号炉共用）◇1 （②-5） 

・常設代替交流電源設備（6号及び 7号炉

共用）（10.2 代替電源設備）◇1 （②-6） 

・可搬型代替交流電源設備（6号及び 7号

炉共用）（10.2 代替電源設備）◇1 （②-6） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設

備）◇1 （②-6） 

・燃料補給設備（6 号及び 7 号炉共用）

（10.2 代替電源設備）◇2 （②-7） 

 本系統の流路として，復水補給水系及び

残留熱除去系の配管及び弁，格納容器スプ

レイ・ヘッダ並びにホースを重大事故等対

処設備として使用する。◇8  

 その他，設計基準対象施設である原子炉

格納容器を重大事故等対処設備として使

用し②-11，設計基準事故対処設備である

非常用交流電源設備を重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用する。◇6  

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

 

 

 

 

補機駆動用燃料設備 

1. 補機駆動用燃料設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-6 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 原子炉格納容器は，想定される重大事故

等時において，設計基準対象施設としての

最高使用圧力及び最高使用温度を超える

可能性があるが，設計基準対象施設として

の最高使用圧力の2倍の圧力及び200℃の

温度で閉じ込め機能を損なわない設計と

する。⑩-1，⑩-2【64 条 9】  

 

 想定される重大事故等時において，ドラ

イウェル圧力がサプレッションチェンバ

圧力より低下した場合に，ドライウェルと

サプレッションチェンバ間に設置された

8個の真空破壊弁が，圧力差により自動的

に働き，サプレッションチェンバのプール

水の逆流並びにドライウェルとサプレッ

ションチェンバの差圧によるダイヤフラ

ムフロア及び原子炉圧力容器基礎の破損

を防止できる設計とする。 

⑩-3【64 条 10】 

 

 

 

 全交流動力電源喪失により，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）が起動

できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）は，復水移送ポンプにより，復水

貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由して

原子炉格納容器スプレイ管からドライウ

ェル内及びサプレッションチェンバ内に

スプレイすることで，原子炉格納容器内の

圧力及び温度を低下させることができる

設計とする。 

②-8，②-2【64 条 11】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(a-2) サポート系故障時に用いる設備 

(a-2-1) 代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）による原子炉格納容器の冷却 

 全交流動力電源喪失により，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）が起動

できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）は，②-8 

 

(a-1-1)代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）による原子炉格納容器の冷却と同じで

ある。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

による原子炉格納容器の冷却 

 全交流動力電源喪失により，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）が起動

できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）は，◇1 （②-8） 

 

「(1)a.(a) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷却」と

同じである。◇3  

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

1.1 原子炉格納容器本体等 

 

 

 

 

⑩-1，⑩-2 引用元：P34 

 

原子炉格納施設 

3.1 真空破壊装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩-3 引用元：P34 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷

却 

 

 

 

 

 

②-2 引用元：P2 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-7 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 全交流動力電源喪失により，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）が起動

できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）は，可搬型代替注水ポンプ（A-

2 級）により，代替淡水源の水を残留熱除

去系等を経由して原子炉格納容器スプレ

イ管からドライウェル内及びサプレッシ

ョンチェンバ内にスプレイすることで，原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せることができる設計とする。 

②-9，②-5【64 条 12】  

 

 

 

 

 炉心の著しい損傷防止のための原子炉

格納容器内冷却に用いる設備のうち，残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

が，全交流動力電源喪失により起動できな

い場合の重大事故等対処設備として使用

する残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）は，常設代替交流電源設備からの

給電により復旧できる設計とする。 

③-1【64 条 13】  

 

 

 

 

 

 

 

 (a-2-2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の冷却 

 全交流動力電源喪失により，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）が起動

できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）は，②-9 

 

(a-1-2)代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器の冷却と同じ

である。□3  

 

 

 

 

(a-2-3) 常設代替交流電源設備による残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）の復旧 

 全交流動力電源喪失により，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）が起動

できない場合の重大事故等対処設備とし

て，常設代替交流電源設備を使用し，残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

を復旧する。③-1，⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型）による原子炉格納容器の冷却 

 全交流動力電源喪失により，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）が起動

できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）は，◇1 （②-9） 

 

「(1)a.(b) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の冷却」

と同じである。◇3  

 

 

 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の

復旧 

 全交流動力電源喪失により，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）が起動

できない場合の重大事故等対処設備とし

て，常設代替交流電源設備を使用し，残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

を復旧する。◇1 （③-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

 

 

 

 

 

②-5 引用元：P4 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.1 格納容器スプレイ冷却系

（残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-8 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）は，常設代替交流電源設備からの給

電により機能を復旧し，残留熱除去系ポン

プによりサプレッションチェンバのプー

ル水をドライウェル内及びサプレッショ

ンチェンバ内にスプレイすることで原子

炉格納容器を冷却できる設計とする。本系

統に使用する冷却水は原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却海水系又は代替原

子炉補機冷却系から供給できる設計とす

る。 

③-2【64 条 14】  

 

 原子炉格納容器内の冷却等のための重

大事故等対処設備として使用する代替原

子炉補機冷却系は，熱交換器ユニットを原

子炉補機冷却水系に接続し，大容量送水車

（熱交換器ユニット用）（「6,7 号機共用」

（以下同じ。））により熱交換器ユニットに

海水を送水することで，残留熱除去系熱交

換器で除去した熱を最終的な熱の逃がし

場である海へ輸送できる設計とする。 

③【64 条 59】   

 

熱交換器ユニットは，可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。ま

た，大容量送水車（熱交換器ユニット用）

は，ディーゼルエンジンにより駆動できる

設計とする。 

③【64 条 60】  

 

 

 

 

 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）は，常設代替交流電源設備からの給

電により機能を復旧し，残留熱除去系ポン

プによりサプレッション・チェンバのプー

ル水をドライウェル内及びサプレッショ

ン・チェンバ内にスプレイすることで原子

炉格納容器を冷却できる設計とする。本系

統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系

又は代替原子炉補機冷却系から供給でき

る設計とする。③-2，⑤-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）は，常設代替交流電源設備からの給

電により機能を復旧し，残留熱除去系ポン

プによりサプレッション・チェンバのプー

ル水をドライウェル内及びサプレッショ

ン・チェンバ内にスプレイすることで原子

炉格納容器を冷却できる設計とする。 

◇1 （③-2） 

 本系統に使用する冷却水は原子炉補機

冷却系又は代替原子炉補機冷却系から供

給できる設計とする。◇1 （③-2） 

 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（6号及び 7号炉

共用）（10.2 代替電源設備）◇1 （③-2） 

・代替原子炉補機冷却系（6号及び 7号炉

共用）（5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備）◇1 （③-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.1 格納容器スプレイ冷却系

（残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

7.2.1 代替原子炉補機冷却系によ

る原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

7.2.1 代替原子炉補機冷却系によ

る原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-9 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 大容量送水車（熱交換器ユニット用）の

ポンプ駆動用燃料は，大容量送水車（熱交

換器ユニット用）燃料タンク（6,7 号機共

用）に貯蔵する。 

 軽油タンク（「重大事故等時のみ 6,7 号

機共用」，「6号機設備，重大事故等時のみ

6,7 号機共用」（以下同じ。））は，大容量送

水車（熱交換器ユニット用）の燃料を貯蔵

できる設計とする。 

 大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

軽油タンクからタンクローリ（4kL）（「6,7

号機共用」（以下同じ。））及びホースを用

いて燃料を補給できる設計とする。 

③，⑨【64 条 61】  

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）の流路として，設計基準対象施設で

ある原子炉格納容器，原子炉格納容器（サ

プレッションチェンバ）及び配管貫通部を

重大事故等対処設備として使用すること

から，流路に係る機能について重大事故等

対処設備としての設計を行う。 

③-7【64 条 57】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他，設計基準対象施設である原子炉

格納容器を重大事故等対処設備として使

用し③-7，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系及び原子炉補機冷却系を重大

事故等対処設備（設計基準拡張）として使

用する。◇2 （③-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料設備 

1. 補機駆動用燃料設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.1 格納容器スプレイ冷却系

（残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-10 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 非常用取水設備の海水貯留堰（「重大事

故等時のみ 6,7 号機共用」，「6号機設備，

重大事故等時のみ 6,7 号機共用」（以下同

じ。）），スクリーン室（「重大事故等時のみ

6,7 号機共用」，「6 号機設備，重大事故等

時のみ 6,7 号機共用」（以下同じ。）），取水

路（「重大事故等時のみ 6,7 号機共用」，「6

号機設備，重大事故等時のみ 6,7 号機共

用」（以下同じ。）），補機冷却用海水取水路

及び補機冷却用海水取水槽は，設計基準事

故対処設備の一部を流路として使用する

ことから，流路に係る機能について重大事

故等対処設備としての設計を行う。 

③-3，⑧【64条 15】  

 原子炉格納容器は，想定される重大事故

等時において，設計基準対象施設としての

最高使用圧力及び最高使用温度を超える

可能性があるが，設計基準対象施設として

の最高使用圧力の2倍の圧力及び200℃の

温度で閉じ込め機能を損なわない設計と

する。 

⑩-1，⑩-2【64 条 16】  

 

 想定される重大事故等時において，ドラ

イウェル圧力がサプレッションチェンバ

圧力より低下した場合に，ドライウェルと

サプレッションチェンバ間に設置された

8個の真空破壊弁が，圧力差により自動的

に働き，サプレッションチェンバのプール

水の逆流並びにドライウェルとサプレッ

ションチェンバの差圧によるダイヤフラ

ムフロア及び原子炉圧力容器基礎の破損

を防止できる設計とする。 

⑩-3【64 条 17】 

ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構

造及び設備 

 (3) その他の主要な事項 

(ⅴ)非常用取水設備 

 設計基準事故に対処するために必要と

なる原子炉補機冷却海水系の冷却用の海

水を確保するためにスクリーン室，取水

路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海

水取水槽を設置する。□7  

 また，基準津波による水位低下時におい

て冷却に必要な海水を確保するために海

水貯留堰を設置する。□7  

 非常用取水設備の海水貯留堰，スクリー

ン室及び取水路は，想定される重大事故等

時において，重大事故等対処設備として使

用する。③-3，⑤-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

非常用取水設備 

1.1 非常用取水設備の基本設計方

針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

1.1 原子炉格納容器本体等 

 

 

 

 

 

⑩-1，⑩-2 引用元：P34 

 

原子炉格納施設 

3.1 真空破壊装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩-3 引用元：P34 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-11 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 原子炉格納容器内の冷却等のための設

備として，想定される重大事故等時におい

て，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード）が使

用できる場合は重大事故等対処設備（設計

基準拡張）として使用できる設計とする。 

③-4，⑧【64条 18】  

 

 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）は，設計基準事故対処設備であると

ともに重大事故等時においても使用する

ため，重大事故等対処設備としての基本方

針に示す設計方針を適用する。ただし，多

様性及び独立性並びに位置的分散を考慮

すべき対象の設計基準事故対処設備はな

いことから，重大事故等対処設備の基本方

針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散等」

に示す設計方針は適用しない。 

③【64 条 19】 

 

 

 

 炉心の著しい損傷防止のための原子炉

格納容器内冷却に用いる設備のうち，残留

熱除去系（サプレッションチェンバプール

水冷却モード）が，全交流動力電源喪失に

より起動できない場合の重大事故等対処

設備として使用する残留熱除去系（サプレ

ッションチェンバプール水冷却モード）

は，常設代替交流電源設備からの給電によ

り復旧できる設計とする。 

③-5【64 条 20】  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a-2-4) 常設代替交流電源設備による残

留熱除去系（サプレッション・チェンバ・

プール水冷却モード）の復旧 

 全交流動力電源喪失により，残留熱除去

系（サプレッション・チェンバ・プール水

冷却モード）が起動できない場合の重大事

故等対処設備として，常設代替交流電源設

備を使用し，残留熱除去系（サプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モード）を復

旧する。③-5，⑤-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (d) 常設代替交流電源設備による残留熱

除去系（サプレッション・チェンバ・プー

ル水冷却モード）の復旧 

 全交流動力電源喪失により，残留熱除去

系（サプレッション・チェンバ・プール水

冷却モード）が起動できない場合の重大事

故等対処設備として，常設代替交流電源設

備を使用し，残留熱除去系（サプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モード）を復

旧する。◇1 （③-5） 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.1 格納容器スプレイ冷却系

（残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）） 

 

 

③-4引用元：P1 

 

原子炉格納施設 

3.2.1 格納容器スプレイ冷却系

（残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.2 サプレッションチェンバプ

ール水冷却系（残留熱除去系（サプ

レッションチェンバプール水冷却

モード）） 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-12 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 残留熱除去系（サプレッションチェンバ

プール水冷却モード）は，常設代替交流電

源設備からの給電により機能を復旧し，残

留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交

換器により，サプレッションチェンバのプ

ール水を冷却することで原子炉格納容器

を冷却できる設計とする。本系統に使用す

る冷却水は原子炉補機冷却水系及び原子

炉補機冷却海水系又は代替原子炉補機冷

却系から供給できる設計とする。 

③-6【64 条 21】  

 非常用取水設備の海水貯留堰，スクリー

ン室，取水路，補機冷却用海水取水路及び

補機冷却用海水取水槽は，設計基準事故対

処設備の一部を流路として使用すること

から，流路に係る機能について重大事故等

対処設備としての設計を行う。 

③-3，⑧【64条 22】   

残留熱除去系（サプレッションチェンバ

プール水冷却モード）の流路として，設計

基準対象施設である原子炉格納容器，原子

炉格納容器（サプレッションチェンバ）及

び配管貫通部を重大事故等対処設備とし

て使用することから，流路に係る機能につ

いて重大事故等対処設備としての設計を

行う。 

③-8【64 条 58】 

 原子炉格納容器は，想定される重大事故

等時において，設計基準対象施設としての

最高使用圧力及び最高使用温度を超える

可能性があるが，設計基準対象施設として

の最高使用圧力の2倍の圧力及び200℃の

温度で閉じ込め機能を損なわない設計と

する。⑩-1，⑩-2【64 条 23】  

 残留熱除去系（サプレッション・チェン

バ・プール水冷却モード）は，常設代替交

流電源設備からの給電により機能を復旧

し，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器によ

り，サプレッション・チェンバのプール水

を冷却することで原子炉格納容器を冷却

できる設計とする。 

 本系統に使用する冷却水は原子炉補機

冷却系又は代替原子炉補機冷却系から供

給できる設計とする。③-6，⑤-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 残留熱除去系（サプレッション・チェン

バ・プール水冷却モード）は，常設代替交

流電源設備からの給電により機能を復旧

し，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器によ

り，サプレッション・チェンバのプール水

を冷却することで原子炉格納容器を冷却

できる設計とする。◇1 （③-6） 

 本系統に使用する冷却水は原子炉補機

冷却系又は代替原子炉補機冷却系から供

給できる設計とする。◇1 （③-6） 

 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（6号及び 7号炉

共用）（10.2 代替電源設備）◇1 （③-1） 

・代替原子炉補機冷却系（6号及び 7号炉

共用）（5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備）◇1 （③-6） 

 

 その他，設計基準対象施設である原子炉

格納容器を重大事故等対処設備として使

用し③-8，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系及び原子炉補機冷却系を重大

事故等対処設備（設計基準拡張）として使

用する。◇2 （③-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.2 サプレッションチェンバプ

ール水冷却系（残留熱除去系（サプ

レッションチェンバプール水冷却

モード）） 

 

 

 

 

 

 

非常用取水設備 

1.1 非常用取水設備の基本設計方

針 

 

 

③-3引用元：P10 

 

原子炉格納施設 

3.2.2 サプレッションチェンバプ

ール水冷却系（残留熱除去系（サプ

レッションチェンバプール水冷却

モード）） 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

1.1 原子炉格納容器本体等 

 

 

 

 

⑩-1，⑩-2 引用元：P34 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-13 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 想定される重大事故等時において，ドラ

イウェル圧力がサプレッションチェンバ

圧力より低下した場合に，ドライウェルと

サプレッションチェンバ間に設置された

8個の真空破壊弁が，圧力差により自動的

に働き，サプレッションチェンバのプール

水の逆流並びにドライウェルとサプレッ

ションチェンバの差圧によるダイヤフラ

ムフロア及び原子炉圧力容器基礎の破損

を防止できる設計とする。 

⑩-3【64 条 24】 

 

 原子炉格納容器内の冷却等のための設

備として，想定される重大事故等時におい

て，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系（サプレッションチェンバプール水冷

却モード）が使用できる場合は重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用でき

る設計とする。 

③-4，⑧【64条 25】  

 

 残留熱除去系（サプレッションチェンバ

プール水冷却モード）は，設計基準事故対

処設備であるとともに重大事故等時にお

いても使用するため，重大事故等対処設備

としての基本方針に示す設計方針を適用

する。ただし，多様性及び独立性並びに位

置的分散を考慮すべき対象の設計基準事

故対処設備はないことから，重大事故等対

処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様性，

位置的分散等」に示す設計方針は適用しな

い。 

③【64 条 26】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.1 真空破壊装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩-3 引用元：P34 

 

原子炉格納施設 

3.2.2 サプレッションチェンバプ

ール水冷却系（残留熱除去系（サプ

レッションチェンバプール水冷却

モード）） 

 

 

③-4引用元：P1 

 

原子炉格納施設 

3.2.2 サプレッションチェンバプ

ール水冷却系（残留熱除去系（サプ

レッションチェンバプール水冷却

モード）） 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-14 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード）が機能喪失した場合の重大事故

等対処設備として使用する代替格納容器

スプレイ冷却系（常設）は，復水移送ポン

プにより，復水貯蔵槽の水を残留熱除去系

等を経由して原子炉格納容器スプレイ管

からドライウェル内及びサプレッション

チェンバ内にスプレイすることで，原子炉

格納容器内の圧力及び温度並びに放射性

物質の濃度を低下させることができる設

計とする。 

④-1【64 条 27】  

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

非常用ディーゼル発電設備に加えて，代替

所内電気設備を経由した常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電が可能な設計とする。 

④-2【64 条 28】  

 

 

 

 

 

 

 

 (b) 原子炉格納容器の破損を防止するた

めの原子炉格納容器内冷却に用いる設備 

(b-1) フロントライン系故障時に用いる

設備 

(b-1-1) 代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）による原子炉格納容器の冷却 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード）が機能喪失した場合の重大事故

等対処設備として，代替格納容器スプレイ

冷却系（常設）は，復水移送ポンプにより，

復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由

して格納容器スプレイ・ヘッダからドライ

ウェル内及びサプレッション・チェンバ内

にスプレイすることで，原子炉格納容器内

の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度

を低下させることができる設計とする。④

-1 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

非常用交流電源設備に加えて，代替所内電

気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電

が可能な設計とする。④-2 

 

 本系統の詳細については，(a-1-1)代替

格納容器スプレイ冷却系（常設）による原

子炉格納容器の冷却に記載する。□3  

 

 

 

 

(2) 原子炉格納容器の破損を防止するた

めの原子炉格納容器内冷却に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設

備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

による原子炉格納容器の冷却 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード）が機能喪失した場合の重大事故

等対処設備として，代替格納容器スプレイ

冷却系（常設）を使用する。◇1 （④-1） 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

復水移送ポンプ，配管・弁類，計測制御装

置等で構成し，復水移送ポンプにより，復

水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由し

て格納容器スプレイ・ヘッダからドライウ

ェル内及びサプレッション・チェンバ内に

スプレイすることで，原子炉格納容器内の

圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を

低下させることができる設計とする。 

◇1 （④-1） 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

非常用交流電源設備に加えて，代替所内電

気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電

が可能な設計とする。◇1 （④-2） 

 

 本系統の詳細については，「(1)a.(a) 代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）による

原子炉格納容器の冷却」に記載する。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷

却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-15 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード）の機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として使用する代替格納容

器スプレイ冷却系（可搬型）は，可搬型代

替注水ポンプ（A-2 級）により，代替淡水

源の水を残留熱除去系等を経由して原子

炉格納容器スプレイ管からドライウェル

内及びサプレッションチェンバ内にスプ

レイすることで，原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに放射性物質の濃度を低下

させることができる設計とする。 

④-3【64 条 29】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，非常用ディーゼル発電設備に加えて，

代替所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電が可能な設計とする。また，可

搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，ディー

ゼルエンジンにより駆動できる設計とす

る。 

④-4【64 条 30】  

(b-1-2) 代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器の冷却 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード）の機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として，代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）は，可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）により，代替淡水源の水を

残留熱除去系等を経由して格納容器スプ

レイ・ヘッダからドライウェル内及びサプ

レッション・チェンバ内にスプレイするこ

とで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並

びに放射性物質の濃度を低下させること

ができる設計とする。 

④-3 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，代替淡水源が枯渇した場合において，

重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備である大容量送水車（海水取水用）に

より海を利用できる設計とする。□4  

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，非常用交流電源設備に加えて，代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。また，可搬型代

替注水ポンプ（A-2 級）は，ディーゼルエ

ンジンにより駆動できる設計とする。 

④-4 

 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型）による原子炉格納容器の冷却 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード）の機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として，代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）を使用する。 

◇1 （④-3） 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），配

管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成

し，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）によ

り，代替淡水源の水を残留熱除去系等を経

由して格納容器スプレイ・ヘッダからドラ

イウェル内及びサプレッション・チェンバ

内にスプレイすることで，原子炉格納容器

内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃

度を低下させることができる設計とする。

◇1 （④-3） 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，代替淡水源が枯渇した場合において，

重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備である大容量送水車（海水取水用）に

より海を利用できる設計とする。◇7  

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，非常用交流電源設備に加えて，代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。また，可搬型代

替注水ポンプ（A-2 級）は，ディーゼルエ

ンジンにより駆動できる設計とする。 

◇1 （④-4） 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-16 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）のポン

プ駆動用燃料は，可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）燃料タンクに貯蔵する。 

 軽油タンクは，可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）の燃料を貯蔵できる設計とす

る。 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，軽

油タンクからタンクローリ（4kL）及びホ

ースを用いて燃料を補給できる設計とす

る。 

④-5，⑨【64条 31】  

 

 

 

 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，全交流動力電源喪失により，残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備

として使用する代替格納容器スプレイ冷

却系（常設）は，復水移送ポンプにより，

復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由

して原子炉格納容器スプレイ管からドラ

イウェル内及びサプレッションチェンバ

内にスプレイすることで，原子炉格納容器

内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃

度を低下させることができる設計とする。 

④-6，④-7【64 条 32】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本系統の詳細については，(a-1-2) 代替

格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による

原子炉格納容器の冷却に記載する。□3  

 

 

 

 

 

(b-2) サポート系故障時に用いる設備 

(b-2-1) 代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）による原子炉格納容器の冷却 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，全交流動力電源喪失により，残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備

として使用する代替格納容器スプレイ冷

却系（常設）は，④-6 

 

(a-1-1)代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）による原子炉格納容器の冷却と同じで

ある。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料は，燃料補給設備である軽油タンク及

びタンクローリ（4kL）により補給できる

設計とする。④-5 

 

 本系統の詳細については，「(1)a.(b) 代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）によ

る原子炉格納容器の冷却」に記載する。◇3  

 

 

 

 

 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

による原子炉格納容器の冷却 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，全交流動力電源喪失により，残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備

として使用する代替格納容器スプレイ冷

却系（常設）は，◇1 （④-6） 

 

「(1)b.(a) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷却」と

同じである。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料設備 

1. 補機駆動用燃料設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷

却 

 

 

 

 

 

 

④-7 引用元：P2 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-17 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，全交流動力電源喪失により，残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備

として使用する代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）は，可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）により，代替淡水源の水を残留

熱除去系等を経由して原子炉格納容器ス

プレイ管からドライウェル内及びサプレ

ッションチェンバ内にスプレイすること

で，原子炉格納容器内の圧力及び温度並び

に放射性物質の濃度を低下させることが

できる設計とする。 

④-8，④-9【64 条 33】  

 

 

 

 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，全交流動力電源喪失により，残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備

として使用する残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード）は，常設代替交流電源

設備からの給電により復旧できる設計と

する。 

⑤-1，⑤-2【64 条 34】  

 

 

 

 

 

(b-2-2) 代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器の冷却 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，全交流動力電源喪失により，残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備

として使用する代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）は，④-8 

 

(a-1-2) 代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器の冷却と同じ

である。□3  

 

 

 

 

 

(b-2-3) 常設代替交流電源設備による残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）の復旧 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，全交流動力電源喪失により，残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備

は，⑤-1 

 

(a-2-3)常設代替交流電源設備による残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

の復旧と同じである。□3  

 

 

 

 

 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型）による原子炉格納容器の冷却 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，全交流動力電源喪失により，残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備

として使用する代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）は，◇1 （④-8） 

 

「(1)b.(b) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の冷却」

と同じである。◇3  

 

 

 

 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の

復旧 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，全交流動力電源喪失により，残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備

は，◇1 （⑤-1） 

 

「(1)b.(c) 常設代替交流電源設備による

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）の復旧」と同じである。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

 

 

 

 

 

 

 

④-9 引用元：P4 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.1 格納容器スプレイ冷却系

（残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）） 

 

 

 

⑤-2 引用元：P7 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-18 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）は，常設代替交流電源設備からの給

電により機能を復旧し，残留熱除去系ポン

プによりサプレッションチェンバのプー

ル水をドライウェル内及びサプレッショ

ンチェンバ内にスプレイすることで原子

炉格納容器を冷却できる設計とする。本系

統に使用する冷却水は原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却海水系又は代替原

子炉補機冷却系から供給できる設計とす

る。 

⑤-3【64 条 35】  

 

 非常用取水設備の海水貯留堰，スクリー

ン室，取水路，補機冷却用海水取水路及び

補機冷却用海水取水槽は，設計基準事故対

処設備の一部を流路として使用すること

から，流路に係る機能について重大事故等

対処設備としての設計を行う。 

⑤-4，⑧【64条 36】  

 

 

 

 

 

 原子炉格納容器は，想定される重大事故

等時において，設計基準対象施設としての

最高使用圧力及び最高使用温度を超える

可能性があるが，設計基準対象施設として

の最高使用圧力の2倍の圧力及び200℃の

温度で閉じ込め機能を損なわない設計と

する。 

⑩-1，⑩-2【64 条 37】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.1 格納容器スプレイ冷却系

（残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-3 引用元：P8 

 

非常用取水設備 

1.1 非常用取水設備の基本設計方針 

 

 

 

 

⑤-4 引用元：P10 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

1.1 原子炉格納容器本体等 

 

 

 

 

 

⑩-1，⑩-2 引用元：P34 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-19 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 想定される重大事故等時において，ドラ

イウェル圧力がサプレッションチェンバ

圧力より低下した場合に，ドライウェルと

サプレッションチェンバ間に設置された

8個の真空破壊弁が，圧力差により自動的

に働き，サプレッションチェンバのプール

水の逆流並びにドライウェルとサプレッ

ションチェンバの差圧によるダイヤフラ

ムフロア及び原子炉圧力容器基礎の破損

を防止できる設計とする。 

⑩-3【64 条 38】 

 

 

 

 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，全交流動力電源喪失により，残留熱

除去系（サプレッションチェンバプール水

冷却モード）が起動できない場合の重大事

故等対処設備として使用する残留熱除去

系（サプレッションチェンバプール水冷却

モード）は，常設代替交流電源設備からの

給電により復旧できる設計とする。 

⑤-5，⑤-6【64 条 39】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b-2-4) 常設代替交流電源設備による残

留熱除去系（サプレッション・チェンバ・

プール水冷却モード）の復旧 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，全交流動力電源喪失により，残留熱

除去系（サプレッション・チェンバ・プー

ル水冷却モード）が起動できない場合の重

大事故等対処設備は，⑤-5 

 

(a-2-4)常設代替交流電源設備による残留

熱除去系（サプレッション・チェンバ・プ

ール水冷却モード）の復旧と同じである。

□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱

除去系（サプレッション・チェンバ・プー

ル水冷却モード）の復旧 

 炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，全交流動力電源喪失により，残留熱

除去系（サプレッション・チェンバ・プー

ル水冷却モード）が起動できない場合の重

大事故等対処設備は，◇1 （⑤-5） 

 

「(1)b.(d) 常設代替交流電源設備による

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・

プール水冷却モード）の復旧」と同じであ

る。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.1 真空破壊装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩-3 引用元：P34 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.2 サプレッションチェンバプ

ール水冷却系（残留熱除去系（サプ

レッションチェンバプール水冷却

モード）） 

 

 

 

⑤-6 引用元：P11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-20 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 残留熱除去系（サプレッションチェンバ

プール水冷却モード）は，常設代替交流電

源設備からの給電により機能を復旧し，残

留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交

換器により，サプレッションチェンバのプ

ール水を冷却することで原子炉格納容器

を冷却できる設計とする。本系統に使用す

る冷却水は原子炉補機冷却水系及び原子

炉補機冷却海水系又は代替原子炉補機冷

却系から供給できる設計とする。 

⑤-7【64 条 40】  

 

 非常用取水設備の海水貯留堰，スクリー

ン室，取水路，補機冷却用海水取水路及び

補機冷却用海水取水槽は，設計基準事故対

処設備の一部を流路として使用すること

から，流路に係る機能について重大事故等

対処設備としての設計を行う。 

⑤-4，⑧【64条 41】  

 

 

 原子炉格納容器は，想定される重大事故

等時において，設計基準対象施設としての

最高使用圧力及び最高使用温度を超える

可能性があるが，設計基準対象施設として

の最高使用圧力の2倍の圧力及び200℃の

温度で閉じ込め機能を損なわない設計と

する。 

⑩-1，⑩-2【64 条 42】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.2 サプレッションチェンバプ

ール水冷却系 

(1) 重大事故等時における設計 

 

 

 

 

 

 

⑤-7 引用元：P12 

 

非常用取水設備 

1.1 非常用取水設備の基本設計方

針 

 

 

 

⑤-4 引用元：P10 

 

 

原子炉格納施設 

1.1 原子炉格納容器本体等 

 

 

 

 

 

⑩-1，⑩-2 引用元：P34 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-21 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 想定される重大事故等時において，ドラ

イウェル圧力がサプレッションチェンバ

圧力より低下した場合に，ドライウェルと

サプレッションチェンバ間に設置された

8個の真空破壊弁が，圧力差により自動的

に働き，サプレッションチェンバのプール

水の逆流並びにドライウェルとサプレッ

ションチェンバの差圧によるダイヤフラ

ムフロア及び原子炉圧力容器基礎の破損

を防止できる設計とする。 

⑩-3【64 条 43】 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及

び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するための設備として兼用

する設計とする。 

⑥-1【64 条 44】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及

び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するための設備として兼用

する設計とする。⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及

び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するための設備として兼用

する設計とする。◇1 （⑥-1） 

 

 残留熱除去系については，「5.2 残留熱

除去系」に記載する。◇3  

 大容量送水車（海水取水用），復水貯蔵

槽及びサプレッション・チェンバについて

は，「5.7 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備」に記載する。◇3  

 原子炉補機冷却系については，「5.9 原

子炉補機冷却系」に記載する。◇3  

 代替原子炉補機冷却系については，

「5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸送す

るための設備」に記載する。◇3  

 原子炉格納容器については，「9.1 原子

炉格納施設」に記載する。◇3  

 非常用交流電源設備については，「10.1 

非常用電源設備」に記載する。◇3  

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.1 真空破壊装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩-3 引用元：P34 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷

却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-22 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

（多様性及び独立性，位置的分散） 

 基本方針については，「5.1.2 多様性，

位置的分散等」に示す。Ⅰ 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，復水移送ポンプを代替所内電

気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電

により駆動できることで，非常用所内電気

設備を経由した非常用ディーゼル発電設

備からの給電により駆動する残留熱除去

系ポンプを用いた残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード）に対して多様性を有

する設計とする。 

⑦-1【64 条 45】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 常設代替交流電源設備，可搬型代替交流

電源設備，代替所内電気設備については，

ヌ,(2),(ⅳ) 代替電源設備に記載する。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，復水移送ポンプを代替所内電

気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電

により駆動できることで，非常用所内電気

設備を経由した非常用交流電源設備から

の給電により駆動する残留熱除去系ポン

プを用いた残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モード）に対して多様性を有する設

計とする。⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 常設代替交流電源設備，可搬型代替交流

電源設備，代替所内電気設備及び燃料補給

設備については，「10.2 代替電源設備」

に記載する。◇3  

 

9.2.2.1  多様性及び独立性，位置的分散 

 基本方針については，「1.1.7.1 多様

性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

Ⅰ 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，復水移送ポンプを代替所内電

気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電

により駆動できることで，非常用所内電気

設備を経由した非常用交流電源設備から

の給電により駆動する残留熱除去系ポン

プを用いた残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モード）に対して多様性を有する設

計とする。◇1 （⑦-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・技術基準規則第 54条の要求

事項に関する基本方針につい

て呼び込む旨を記載。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷

却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-23 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の

電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可

能とすることで，非常用ディーゼル発電設

備からの給電による遠隔操作に対して多

様性を有する設計とする。また，代替格納

容器スプレイ冷却系（常設）の電動弁は，

代替所内電気設備を経由して給電する系

統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用所内電気設備を経由し

て給電する系統に対して独立性を有する

設計とする。 

⑦-2【64 条 46】 

 

 また，代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）は，復水貯蔵槽を水源とすることで，

サプレッションチェンバを水源とする残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）に対して異なる水源を有する設計とす

る。復水移送ポンプ及び復水貯蔵槽は，廃

棄物処理建屋内に設置することで，原子炉

建屋内の残留熱除去系ポンプ及びサプレ

ッションチェンバと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

⑦-3【64 条 47】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の

電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可

能とすることで，非常用交流電源設備から

の給電による遠隔操作に対して多様性を

有する設計とする。また，代替格納容器ス

プレイ冷却系（常設）の電動弁は，代替所

内電気設備を経由して給電する系統にお

いて，独立した電路で系統構成することに

より，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計と

する。⑦-2 

 

 

 また，代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）は，復水貯蔵槽を水源とすることで，

サプレッション・チェンバを水源とする残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）に対して異なる水源を有する設計とす

る。 

 復水移送ポンプ及び復水貯蔵槽は，廃棄

物処理建屋内に設置することで，原子炉建

屋内の残留熱除去系ポンプ及びサプレッ

ション・チェンバと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。⑦-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の

電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可

能とすることで，非常用交流電源設備から

の給電による遠隔操作に対して多様性を

有する設計とする。また，代替格納容器ス

プレイ冷却系（常設）の電動弁は，代替所

内電気設備を経由して給電する系統にお

いて，独立した電路で系統構成することに

より，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計と

する。◇1 （⑦-2） 

 

 

 また，代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）は，復水貯蔵槽を水源とすることで，

サプレッション・チェンバを水源とする残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）に対して異なる水源を有する設計とす

る。 

 復水移送ポンプ及び復水貯蔵槽は，廃棄

物処理建屋内に設置することで，原子炉建

屋内の残留熱除去系ポンプ及びサプレッ

ション・チェンバと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。◇1 （⑦-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷

却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷

却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-24 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）及び代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）をディーゼルエンジンにより駆

動することで，電動機駆動ポンプにより構

成される残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）及び代替格納容器スプレイ冷

却系（常設）に対して多様性を有する設計

とする。 

⑦-4【64 条 48】 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を

可能とすることで，非常用ディーゼル発電

設備からの給電による遠隔操作に対して

多様性を有する設計とする。また，代替格

納容器スプレイ冷却系（可搬型）の電動弁

は，代替所内電気設備を経由して給電する

系統において，独立した電路で系統構成す

ることにより，非常用所内電気設備を経由

して給電する系統に対して独立性を有す

る設計とする。 

⑦-5【64 条 49】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）及び代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）をディーゼルエンジンにより駆

動することで，電動機駆動ポンプにより構

成される残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）及び代替格納容器スプレイ冷

却系（常設）に対して多様性を有する設計

とする。⑦-4 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を

可能とすることで，非常用交流電源設備か

らの給電による遠隔操作に対して多様性

を有する設計とする。また，代替格納容器

スプレイ冷却系（可搬型）の電動弁は，代

替所内電気設備を経由して給電する系統

において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用所内電気設備を経由して

給電する系統に対して独立性を有する設

計とする。⑦-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）及び代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）をディーゼルエンジンにより駆

動することで，電動機駆動ポンプにより構

成される残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）及び代替格納容器スプレイ冷

却系（常設）に対して多様性を有する設計

とする。◇1 （⑦-4） 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を

可能とすることで，非常用交流電源設備か

らの給電による遠隔操作に対して多様性

を有する設計とする。また，代替格納容器

スプレイ冷却系（可搬型）の電動弁は，代

替所内電気設備を経由して給電する系統

において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用所内電気設備を経由して

給電する系統に対して独立性を有する設

計とする。◇1 （⑦-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異無し。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-25 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，代

替淡水源を水源とすることで，サプレッシ

ョンチェンバを水源とする残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）及び復水

貯蔵槽を水源とする代替格納容器スプレ

イ冷却系（常設）に対して異なる水源を有

する設計とする。  

⑦-6【64 条 50】 

 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，原

子炉建屋及び廃棄物処理建屋から離れた

屋外に分散して保管することで，原子炉建

屋内の残留熱除去系ポンプ及び廃棄物処

理建屋内の復水移送ポンプと共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置

的分散を図る設計とする。 

⑦-7【64 条 51】 

 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の接続

口は，共通要因によって接続できなくなる

ことを防止するため，位置的分散を図った

複数箇所に設置する設計とする。 

⑦-8【64 条 52】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）は，代替淡水源を水源とすることで，

サプレッション・チェンバを水源とする残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）及び復水貯蔵槽を水源とする代替格納

容器スプレイ冷却系（常設）に対して異な

る水源を有する設計とする。⑦-6 

 

 

 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，原

子炉建屋及び廃棄物処理建屋から離れた

屋外に分散して保管することで，原子炉建

屋内の残留熱除去系ポンプ及び廃棄物処

理建屋内の復水移送ポンプと共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置

的分散を図る設計とする。⑦-7 

 

 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の接続

口は，共通要因によって接続できなくなる

ことを防止するため，位置的分散を図った

複数箇所に設置する設計とする。⑦-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）は，代替淡水源を水源とすることで，

サプレッション・チェンバを水源とする残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）及び復水貯蔵槽を水源とする代替格納

容器スプレイ冷却系（常設）に対して異な

る水源を有する設計とする。◇1 （⑦-6） 

 

 

 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，原

子炉建屋及び廃棄物処理建屋から離れた

屋外に分散して保管することで，原子炉建

屋内の残留熱除去系ポンプ及び廃棄物処

理建屋内の復水移送ポンプと共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置

的分散を図る設計とする。◇1 （⑦-7） 

 

 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の接続

口は，共通要因によって接続できなくなる

ことを防止するため，位置的分散を図った

複数箇所に設置する設計とする。 

◇1 （⑦-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

・差異無し。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

・差異無し。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-26 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及

び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，残留熱除去系と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，水源から残留熱

除去系配管との合流点までの系統につい

て，残留熱除去系に対して独立性を有する

設計とする。 

⑦-9【64 条 53】 

 

 

 

 これらの多様性及び系統の独立性並び

に位置的分散によって，代替格納容器スプ

レイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）は，設計基準事故対

処設備である残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード）に対して重大事故等対処

設備としての独立性を有する設計とする。 

⑦-10【64 条 54】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及

び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，残留熱除去系と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，水源から残留熱

除去系配管との合流点までの系統につい

て，残留熱除去系に対して独立性を有する

設計とする。⑦-9 

 

 

 

 

 これらの多様性及び系統の独立性並び

に位置的分散によって，代替格納容器スプ

レイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）は，設計基準事故対

処設備である残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード）に対して重大事故等対処

設備としての独立性を有する設計とする。 

⑦-10 

 

 

 電源設備の多様性，独立性及び位置的分

散についてはヌ,(2),(ⅳ)代替電源設備に

記載する。□3  

 

［常設重大事故等対処設備］ 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

復水移送ポンプ□2  

（ホ,(3),(ⅱ),b.(c)他と兼用） 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6号及び

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及

び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，残留熱除去系と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，水源から残留熱

除去系配管との合流点までの系統につい

て，残留熱除去系に対して独立性を有する

設計とする。◇1 （⑦-9） 

 

 

 

 

 これらの多様性及び系統の独立性並び

に位置的分散によって，代替格納容器スプ

レイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）は，設計基準事故対

処設備である残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード）に対して重大事故等対処

設備としての独立性を有する設計とする。 

◇1 （⑦-10） 

 

 

 電源設備の多様性，独立性及び位置的分

散については「10.2 代替電源設備」に記

載する。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異無し。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異無し。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷

却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

 

原子炉格納施設 

3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容器の冷却 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器の冷

却 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-27 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（悪影響防止） 

 基本方針については，「5.1.3 悪影響防

止等」に示す。Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 号炉共用）□2  

（ニ,(3),(ⅱ)他と兼用） 

 

ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備 

(4) その他の主要な事項 

 その他主要な設備として，以下のものを

設置する。 

(ⅰ)残留熱除去系 

 この系は，その運転方法（モード）によ

り次の各機能を持たせる。 

 すなわち，原子炉停止後の炉心の崩壊熱

及び原子炉圧力容器，配管，冷却材中の保

有熱を除去する原子炉停止時冷却モード，

非常用冷却設備としての低圧注水モード，

非常用原子炉格納容器保護設備としての

格納容器スプレイ冷却モード等の各機能

を持っており，ポンプ，熱交換器等からな

る。□5  

 また，本系統は，想定される重大事故等

時においても使用する。□6 （③-4）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2.2  悪影響防止 

 基本方針については，「1.1.7.1 多様

性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

Ⅱ 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

通常時は弁により他の系統と隔離し，重大

事故等時に弁操作等により重大事故等対

処設備としての系統構成とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

◇4  

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，通常時は可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）を接続先の系統と分離して保管し，重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・技術基準規則第 54条の要求

事項に関する基本方針につい

て呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-28 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（共用の禁止） 

 該当なし Ⅲ 

 

（容量等） 

 基本方針については，「5.1.4 容量等」

に示す。Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大事故等時に接続，弁操作等により重大事

故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。◇4  

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，治

具や輪留めによる固定等をすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，飛

散物となって他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。◇4  

 

 

 

9.2.2.3  容量等 

 基本方針については，「1.1.7.2 容量

等」に示す。Ⅳ 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の

復水移送ポンプは，設計基準対象施設の復

水補給水系と兼用しており，設計基準対象

施設としての復水移送ポンプ 2 台におけ

るポンプ流量が，想定される重大事故等時

において，炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損を防止するために必要なス

プレイ流量に対して十分であるため，設計

基準対象施設と同仕様で設計する。また，

復水移送ポンプは，想定される重大事故等

時において，代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）及び格納容器下部注水系（常設）

として同時に使用するため，各系統の必要

な流量を同時に確保できる容量を有する

設計とする。◇4  

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，想

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・共用の禁止に該当する記載

なし 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・技術基準規則第 54条の要求

事項に関する基本方針につい

て呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-29 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境条件等） 

 基本方針については，「5.1.5 環境条件

等」に示す。Ⅴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定される重大事故等時において，炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するために必要なスプレイ流量を有す

るものを 1 セット 4 台使用する。保有数

は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット 16 台

に加えて，故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップ用として 1台（6号

及び 7号炉共用）の合計 17 台を保管する。

◇4  

 また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

は，想定される重大事故等時において，代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び

低圧代替注水系（可搬型）として同時に使

用するため，各系統の必要な流量を同時に

確保できる容量を有する設計とする。◇4  

 

9.2.2.4  環境条件等 

 基本方針については，「1.1.7.3 環境条

件等」に示す。Ⅴ 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の

復水移送ポンプは，廃棄物処理建屋内に設

置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。◇4  

 復水移送ポンプの操作は，想定される重

大事故等時において，中央制御室で可能な

設計とする。◇4  

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の

系統構成に必要な弁の操作は，想定される

重大事故等時において，中央制御室若しく

は離れた場所から遠隔で可能な設計又は

設置場所で可能な設計とする。◇4  

 また，代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）は，淡水だけでなく海水も使用できる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・技術基準規則第 54条の要求

事項に関する基本方針につい

て呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-30 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（操作性の確保） 

 基本方針については，「5.1.6 操作性及

び試験・検査性」に示す。Ⅵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計とする。なお，可能な限り淡水を優先

し，海水通水を短期間とすることで，設備

への影響を考慮する。◇4  

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，屋

外に保管及び設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計と

する。◇4  

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の常設

設備との接続及び操作は，想定される重大

事故等時において，設置場所で可能な設計

とする。◇4  

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

の系統構成に必要な弁の操作は，想定され

る重大事故等時において，中央制御室若し

くは離れた場所から遠隔で可能な設計又

は設置場所で可能な設計とする。◇4  

 また，代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）は，淡水だけでなく海水も使用でき

る設計とする。なお，可能な限り淡水を優

先し，海水通水を短期間とすることで，設

備への影響を考慮する。◇4  

 

9.2.2.5  操作性の確保 

 基本方針については，「1.1.7.4 操作性

及び試験・検査性」に示す。Ⅵ 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

想定される重大事故等時において，通常時

の系統構成から弁操作等により速やかに

切り替えられる設計とする。◇4  

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の

復水移送ポンプは，中央制御室の操作スイ

ッチにより操作が可能な設計とし，系統構

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・技術基準規則第 54条の要求

事項に関する基本方針につい

て呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-31 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成に必要な弁は，中央制御室若しくは離れ

た場所での操作スイッチによる操作又は

設置場所での手動操作が可能な設計とす

る。◇4  

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，想定される重大事故等時において，通

常時の系統構成から接続，弁操作等により

速やかに切り替えられる設計とする。◇4  

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，付

属の操作スイッチにより，設置場所での操

作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁

は，中央制御室若しくは離れた場所での操

作スイッチによる操作又は設置場所での

手動操作が可能な設計とする。◇4  

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，車

両として屋外のアクセスルートを通行し

てアクセス可能な設計とするとともに，設

置場所にて輪留めによる固定等が可能な

設計とする。◇4  

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を接続

する接続口については，簡便な接続とし，

接続治具を用いてホースを確実に接続す

ることができる設計とする。また，6号及

び 7 号炉が相互に使用することができる

よう，接続口の口径を統一する設計とす

る。◇4  

 

9.2.3  主要設備及び仕様 

 原子炉格納容器内の冷却等のための設

備の主要機器仕様を第 9.2－1 表に示す。

◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-32 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

（試験検査） 

 基本方針については，「5.1.6 操作性及

び試験・検査性」に示す。Ⅶ 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.4  試験検査 

 基本方針については，「1.1.7.4 操作性

及び試験・検査性」に示す。Ⅶ 

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

発電用原子炉の運転中又は停止中に，機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁

の開閉動作の確認が可能な設計とする。◇4  

 また，代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）の復水移送ポンプは，発電用原子炉の

停止中に，分解及び外観の確認が可能な設

計とする。◇4  

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，発

電用原子炉の運転中又は停止中に，独立し

て機能・性能及び漏えいの有無の確認が可

能な設計とするとともに，分解又は取替え

が可能な設計とする。◇4  

 また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

は，車両として運転状態の確認及び外観の

確認が可能な設計とする。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・技術基準規則第 54条の要求

事項に関する基本方針につい

て呼び込む旨を記載。 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-33 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.1－5 表 原子炉格納容器（重大事故

等時）主要仕様◇5  

兼用する設備は以下のとおり。 

・一次格納施設 

形  式 圧力抑制形 

最高使用圧力 310kPa[gage] 

約 620kPa[gage]（重大事故等時における

使用時の値） 

最高使用温度 ドライウェル 171℃ 

 サプレッション・チェンバ 104℃ 

材  料  

本 体 鉄筋コンクリート 

鋼製ライナ 炭素鋼及びステンレス鋼 

ドライウェル・ヘッド 炭素鋼 

 

第 9.2－1 表 原子炉格納容器内の冷却等

のための設備の主要機器仕様◇5  

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

a. 復水移送ポンプ 

第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型） 

a. 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6号

及び 7号炉共用） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等

のための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-34 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

リ 原子炉格納施設の構造及び設備 

A. 6 号炉 

(2) 原子炉格納容器の設計圧力及び設計

温度並びに漏えい率□2  

原子炉格納容器 

最高使用圧力※1 310ｋPa[gage]  

最高使用温度※1 ドライウェル 171℃ 

 サプレッション・チェンバ 104℃ 

漏えい率 原子炉格納容器内空間部容積の

0.4%/d 以下 

（常温，最高使用圧力の 0.9 倍の圧力，空

気において） 

※1 設計基準対象施設としての値 

 

 原子炉格納容器は，重大事故等時におい

て，設計基準対象施設としての最高使用圧

力及び最高使用温度を超えることが想定

されるが，重大事故等時においては設計基

準対象施設としての最高使用圧力の 2 倍

の圧力及び 200℃の温度以下で閉じ込め

機能を損なわない設計とする。⑩-1 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

9. 原子炉格納施設 

9.1  原子炉格納施設 

9.1.2  重大事故等時 

9.1.2.1.1  概 要 

 

 原子炉格納容器は，想定される重大事故

等時において，設計基準対象施設としての

最高使用圧力及び最高使用温度を超える

可能性があるが，⑩-2 設計基準対象施設

としての最高使用圧力の 2 倍の圧力及び

200℃の温度以下で閉じ込め機能を損なわ

ない設計とする。◇1 （⑩-1） 

また，原子炉格納容器内に設置される真

空破壊装置は，想定される重大事故等時に

おいて，ドライウェル圧力がサプレッショ

ン・チェンバ圧力より低下した場合に圧力

差により自動的に働き，サプレッション・

チェンバのプール水逆流並びにドライウ

ェルとサプレッション・チェンバの差圧に

よるダイヤフラム・フロア及び原子炉圧力

容器基礎の破損を防止できる設計とする。

⑩-3 

 

 

9.1.2.1.2  設計方針 

9.1.2.1.2.1  悪影響防止 

 基本方針については，「1.1.7.1 多様

性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

◇4  

 原子炉格納容器は，設計基準対象施設と

して使用する場合と同じ系統構成で重大

事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と



設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-7 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備】 
 

要求事項との対比表 

64 条-35 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

する。◇4  

9.1.2.1.2.2  環境条件等 

 基本方針については，「1.1.7.3 環境条

件等」に示す。◇4  

 原子炉格納容器は，原子炉区域内に設置

し，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。また，原子炉

格納容器は，想定される重大事故等時にお

ける原子炉格納容器の閉じ込め機能を損

なわないよう，原子炉格納容器内の環境条

件を考慮した設計とする。◇4  

 重大事故等対処設備による原子炉圧力

容器への注水，ドライウェル内及びサプレ

ッション・チェンバ内へのスプレイ並びに

原子炉格納容器下部への注水は，淡水だけ

でなく海水も使用できる設計とする。な

お，可能な限り淡水を優先し，海水通水を

短期間とすることで，設備への影響を考慮

する。◇4  

9.1.2.1.3  主要設備及び仕様 

 原子炉格納容器（重大事故等時）の主要

仕様は第 9.1－5 表に示す。◇3  

9.1.2.1.4  試験検査 

 基本方針については，「1.1.7.4 操作性

及び試験・検査性」に示す。◇4  

 原子炉格納容器は，発電用原子炉の運転

中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。また，発電

用原子炉の停止中に内部の確認が可能な

設計とする。◇4  

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 



 

 

 

設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-6 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等】 

様式-6 

64 条－1 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

各条文の設計の考え方 

第 64条（原子炉格納容器内の冷却等のための手順等） 

1.1 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

○1  

原子炉格納容器内の

冷却等のための設備

の施設 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 

 

1 項 

2 項 

1(1)a), 

1(2)a) 

a,b,c,d,e,

f,g,h,i,j 

○2  

代替格納容器スプレ

イ冷却系による炉心

の著しい損傷を防止

するための原子炉格

納容器内冷却 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

なお，代替格納容器スプレイ冷却系

の給電についても記載する。 

また，重大事故等対処設備として使

用する流路及び原子炉格納容器に

ついて記載する。 

1 項 1(1)a) b,e,f,g 

○3  

常設代替交流電源設

備による残留熱除去

系の復旧 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 

なお，重大事故等対処設備として使

用する流路及び原子炉格納容器に

ついても記載する。 

1 項 ― b,d,e,f,g 

○4  

代替格納容器スプレ

イ冷却系による原子

炉格納容器の破損を

防止するための原子

炉格納容器内冷却 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

なお，代替格納容器スプレイ冷却系

の給電についても記載する。 

また，重大事故等対処設備として使

用する流路及び原子炉格納容器に

ついて記載する。 

2 項 1(1)a) b,e,f,g 

○5  

常設代替交流電源設

備による残留熱除去

系の復旧（炉心損傷

時） 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 

なお，重大事故等対処設備として使

用する流路及び原子炉格納容器に

ついても記載する。 

2 項 ― b,d,e,f,g 

○6  

炉心損傷防止及び格

納容器破損防止の設

備の兼用 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

1 項 

2 項 
1(2)a) g 



 

 

 

設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-6 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等】 

様式-6 

64 条－2 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

○7  

代替格納容器スプレ

イ冷却系の多様性及

び独立性，位置的分散 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

1 項 

2 項 
1(1)b) c 

○8  
重大事故等対処設備 

（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備（設計基準拡

張）を使用する旨を記載する。 

1 項 

2 項 
― a,b,d,e,f,i 

○9  補機駆動用燃料設備 
技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 

1 項 

2 項 
― b,e,h 

○10  

重大事故等時におけ

る原子炉格納容器等

の機能 

原子炉格納容器が設計基準対象施

設としての最高使用圧力の 2 倍の

圧力及び 200℃の温度で閉じ込め

機能を損なわないことを記載する。 

また，重大事故等時における真空破

壊弁の機能についても記載する。 

1 項 

2 項 
― b,e,f,g,j 

1.2 技術基準規則第 54条への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

Ⅰ 多様性，位置的分散等 
多様性，位置的分散等に関する基本

方針の呼び込み先を記載する。 
― ― c 

Ⅱ 悪影響防止 
悪影響防止に関する基本方針の呼

び込み先を記載する。 
― ― c 

Ⅲ 共用の禁止 共用の禁止に関連する記載なし。 ― ― c 

Ⅳ 容量等 
容量等に関する基本方針の呼び込

み先を記載する。 
― ― b 

Ⅴ 環境条件等 
環境条件等に関する基本方針の呼

び込み先を記載する。 
― ― c 

Ⅵ 操作性の確保 
操作性の確保に関する基本方針の

呼び込み先を記載する。 
― ― c 

Ⅶ 試験検査 
試験検査に関する基本方針の呼び

込み先を記載する。 
― ― c 

 2. 設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

□1  
設置許可本文内の重

複記載 

設置許可本文内にある同趣旨の記載を採用するため記載

しない。 
― 

□2  仕様 要目表として整理するため記載しない。 ― 



 

 

 

設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-6 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等】 

様式-6 

64 条－3 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

□3  
文章，表又は図の呼

込み 

設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載し

ない。 
― 

□4  他条文に関する記載 
第 71条に対する設計方針であり，第 71条に包括して記載

するため記載しない。 
― 

□5  他条文に関する記載 

第 32 条，第 33 条，第 44 条に対する設計方針であり，第

32 条，第 33 条，第 44条にて同趣旨の内容を整理するため

記載しない。 

― 

□6  
設置許可添八との重

複記載 

設置許可添八の記載の方がより適切であり，設置許可添八

の記載を採用するため記載しない。 
― 

□7  他条文に関する記載 
第 33条に対する設計方針であり，第 33条にて同趣旨の内

容を整理するため記載しない。 
― 

 3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

◇1  
設置許可本文との重

複記載 

設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載し

ない。 
― 

◇2  
設置許可添八内の重

複記載 

設置許可添八内にある同趣旨の記載を採用するため記載

しない。 
― 

◇3  
文章，表又は図の呼込

み 

設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載し

ない。 
― 

◇4  
設備の健全性に関す

る記載 

設備の健全性に関する記載は第 54 条に包括して記載する

ため記載しない。 
― 

◇5  仕様 要目表として整理するため記載しない。 ― 

◇6  
非常用交流電源設備

の使用 

非常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用する旨は第 72 条に包括して記載するため

記載しない。 

― 

◇7  他条文に関する記載 
第 71条に対する設計方針であり，第 71条に包括して記載

するため記載しない。 
― 

◇8  設備の補足的な記載 設備の補足的な記載であるため記載しない。 ― 

4. 詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

a 取水口及び放水口に関する説明書 

b 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

c 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

d 原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 

e 構造図 



 

 

 

設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-6 

【第 64 条 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等】 

様式-6 

64 条－4 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

f 原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 

g 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書 

h 補機駆動用燃料設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 

i 非常用取水設備の配置を明示した図面 

j 強度に関する説明書 

※ 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

 



 

 

 

 

比較表（原子炉冷却系統施設の基本設計方針）－ 1 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（個別）の基本設計方針） 

伊方発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

玄海原子力発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

東海第二発電所 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所 7号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
東海第二発電所との比較 

設備構成が異なるため、本条文の比較表では

記載を省略 

設備構成が異なるため、本条文の比較表では

記載を省略 

 

 

 
 

    7.2 代替原子炉補機冷却系の機能  

   7.2.1 代替原子炉補機冷却系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱 

 

   

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するため，原子炉格納容器

内の冷却等のため，及び炉心の著しい損傷が

発生した場合に原子炉格納容器の過圧破損

を防止するための重大事故等対処設備とし

て使用する代替原子炉補機冷却系は，熱交換

器ユニットを原子炉補機冷却水系に接続し，

大容量送水車（熱交換器ユニット用）により

熱交換器ユニットに海水を送水することで，

残留熱除去系熱交換器で除去した熱を最終

的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設

計とする。 

【64 条 59】，【62 条】【65 条】 

 

表現上の差異（基本設計方針の文章構成の差

異） 

設備構成の差異 

 

 

熱交換器ユニットは，可搬型代替交流電源

設備からの給電が可能な設計とする。また，

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，デ

ィーゼルエンジンにより駆動できる設計と

する。 

【64 条 60】，【62 条】【63 条】，【65 条】 

 

表現上の差異（基本設計方針の文章構成の差

異） 

設備構成の差異 

  



 

 

 

 

比較表（原子炉格納施設の基本設計方針）－ 1 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉格納施設の基本設計方針） 

伊方発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

玄海原子力発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

東海第二発電所 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所 7号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
東海第二発電所との比較 

設備構成が異なるため，本条文の比較表で

は記載を省略 

設備構成が異なるため，本条文の比較表では

記載を省略 

  

  

  

第 2 章 個別項目 

1. 原子炉格納容器 

1.1 原子炉格納容器本体等 

 

  

 

原子炉格納容器は，想定される重大事故等

時において，設計基準対象施設としての最高

使用圧力及び最高使用温度を超える可能性

があるが，設計基準対象施設としての最高使

用圧力の2倍の圧力及び200℃の温度で閉じ

込め機能を損なわない設計とする。 

【64条4】【64条9】【64条16】【64条23】 

【64条37】【64条42】【63条】【65条】【66条】

【67条】 

 

差異なし  

    

  

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.1 真空破壊装置 

 

  

 

 

想定される重大事故等時において，ドライ

ウェル圧力がサプレッションチェンバ圧力

より低下した場合に，ドライウェルとサプレ

ッションチェンバ間に設置された 8 個の真

空破壊弁が，圧力差により自動的に働き，サ

プレッションチェンバのプール水の逆流並

びにドライウェルとサプレッションチェン

バの差圧によるダイヤフラムフロア及び原

子炉圧力容器基礎の破損を防止できる設計

とする。 

【64 条 5】【64 条 10】【64 条 17】【64 条 24】

【64 条 38】【64 条 43】【57 条】【63 条】 

【65 条】【66 条】【67 条】 

 

 

設備名称の差異（工事計画上の名称を記載。） 

 

設備構成の差異 

 

表現上の差異 

    

  

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.1 格納容器スプレイ冷却系（残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード）） 

 

   

 

 原子炉格納容器内の冷却等のための設備

として，想定される重大事故等時において，

設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）が使用でき

る場合は重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用できる設計とする。 

【64 条 18】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

設置変更許可における設計方針の差異 

  



 

 

 

 

比較表（原子炉格納施設の基本設計方針）－ 2 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉格納施設の基本設計方針） 

伊方発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

玄海原子力発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

東海第二発電所 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所 7号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
東海第二発電所との比較 

  

 

 

炉心の著しい損傷防止のための原子炉格

納容器内冷却に用いる設備のうち，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード）が，全

交流動力電源喪失により起動できない場合

の重大事故等対処設備として使用する残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，

常設代替交流電源設備からの給電により復

旧できる設計とする。 

【64 条 13】 

 

  

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

表現上の差異（基本設計方針の文章構成の差

異） 

  

 

炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，全交流動力電源喪失により，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）が起動で

きない場合の重大事故等対処設備として使

用する残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）は，常設代替交流電源設備からの給

電により復旧できる設計とする。 

【64 条 34】 

  

設置（変更）許可における設計方針の差異 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

表現上の差異（基本設計方針の文章構成の差

異） 

 

  

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）は，常設代替交流電源設備からの給電に

より機能を復旧し，残留熱除去系ポンプによ

りサプレッションチェンバのプール水をド

ライウェル内及びサプレッションチェンバ

内にスプレイすることで原子炉格納容器を

冷却できる設計とする。本系統に使用する冷

却水は原子炉補機冷却水系及び原子炉補機

冷却海水系又は代替原子炉補機冷却系から

供給できる設計とする。 

【64 条 14】【64 条 35】 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

 

設備名称の差異（工事計画上の名称を記載。） 

 

 

 

設備構成の差異 

   残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）の流路として，設計基準対象施設である

原子炉格納容器，原子炉格納容器（サプレッ

ションチェンバ）及び配管貫通部を重大事故

等対処設備として使用することから，流路に

係る機能について重大事故等対処設備とし

ての設計を行う。【64 条 57】 

表現上の差異（基本設計方針対象設備の記

載） 

  

 

 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）は，設計基準事故対処設備であるととも

に重大事故等時においても使用するため，重

大事故等対処設備としての基本方針に示す

設計方針を適用する。ただし，多様性及び独

立性並びに位置的分散を考慮すべき対象の

設計基準事故対処設備はないことから，重大

事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 

多様性，位置的分散等」に示す設計方針は適

用しない。 

【64 条 19】 

表現上の差異（工事計画上の系統名を記載。） 



 

 

 

 

比較表（原子炉格納施設の基本設計方針）－ 3 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉格納施設の基本設計方針） 

伊方発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

玄海原子力発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

東海第二発電所 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所 7号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
東海第二発電所との比較 

    

 

 

3.2.2 サプレッションチェンバプール水冷

却系（残留熱除去系（サプレッションチェン

バプール水冷却モード）） 

 

   

 

 原子炉格納容器内の冷却等のための設備

として，想定される重大事故等時において，

設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（サプレッションチェンバプール水冷却モ

ード）が使用できる場合は重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用できる設計と

する。【64 条 25】 

 

 

 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

設置変更許可における設計方針の差異 

  

 

 

炉心の著しい損傷防止のための原子炉格

納容器内冷却に用いる設備のうち，残留熱除

去系（サプレッションチェンバプール水冷却

モード）が，全交流動力電源喪失により起動

できない場合の重大事故等対処設備として

使用する残留熱除去系（サプレッションチェ

ンバプール水冷却モード）は，常設代替交流

電源設備からの給電により復旧できる設計

とする。【64 条 20】 

 

 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

 

表現上の差異（基本設計方針の文章構成の差

異） 

  

 

炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，全交流動力電源喪失により，残留熱除去

系（サプレッションチェンバプール水冷却モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処

設備として使用する残留熱除去系（サプレッ

ションチェンバプール水冷却モード）は，常

設代替交流電源設備からの給電により復旧

できる設計とする。【64 条 39】 

  

設置（変更）許可における設計方針の差異 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

表現上の差異（基本設計方針の文章構成の差

異） 

 

  

 

残留熱除去系（サプレッションチェンバプ

ール水冷却モード）は，常設代替交流電源設

備からの給電により機能を復旧し，残留熱除

去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器によ

り，サプレッションチェンバのプール水を冷

却することで原子炉格納容器を冷却できる

設計とする。本系統に使用する冷却水は原子

炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系

又は代替原子炉補機冷却系から供給できる

設計とする。【64 条 21】【64 条 40】 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

 

 

設備名称の差異（工事計画上の名称を記載。） 

 

設備構成の差異 

   残留熱除去系（サプレッションチェンバプ

ール水冷却モード）の流路として，設計基準

対象施設である原子炉格納容器，原子炉格納

容器（サプレッションチェンバ）及び配管貫

通部を重大事故等対処設備として使用する

ことから，流路に係る機能について重大事故

等対処設備としての設計を行う。 

【64 条 58】 

表現上の差異（基本設計方針対象設備の記

載） 



 

 

 

 

比較表（原子炉格納施設の基本設計方針）－ 4 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉格納施設の基本設計方針） 

伊方発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

玄海原子力発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

東海第二発電所 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所 7号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
東海第二発電所との比較 

  

 

 

 

残留熱除去系（サプレッションチェンバプ

ール水冷却モード）は，設計基準事故対処設

備であるとともに重大事故等時においても

使用するため，重大事故等対処設備としての

基本方針に示す設計方針を適用する。ただ

し，多様性及び独立性並びに位置的分散を考

慮すべき対象の設計基準事故対処設備はな

いことから，重大事故等対処設備の基本方針

のうち「5.1.2 多様性，位置的分散等」に

示す設計方針は適用しない。 

【64 条 26】 

 

表現上の差異（工事計画上の系統名を記載。） 

    3.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系による

原子炉格納容器の冷却 

 

  

 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備

のうち，設計基準事故対処設備が有する原子

炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合に

おいて炉心の著しい損傷を防止するために

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せるため，また，炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の破損を防

止するために原子炉格納容器内の圧力及び

温度並びに放射性物質の濃度を低下させる

ための重大事故等対処設備として，代替格納

容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容

器スプレイ冷却系（可搬型）を設ける設計と

する。 

【64 条 1】 

 

差異なし 

   

 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

による原子炉格納容器の冷却 

 

  

 

炉心の著しい損傷防止のための原子炉格

納容器内冷却に用いる設備のうち，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード）が機能

喪失した場合及び全交流動力電源喪失によ

り，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処

設備として使用する代替格納容器スプレイ

冷却系（常設）は，復水移送ポンプにより，

復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由し

て原子炉格納容器スプレイ管からドライウ

ェル内及びサプレッションチェンバ内にス

プレイすることで，原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させることができる設計と

する。 

【64 条 2】【64 条 11】 

  

 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

設置（変更）許可における設計方針の差異 

表現上の差異（設置（変更）許可本文の表現。） 

表現上の差異（基本設計方針の文章構成の差

異） 

設備構成の差異 

設備名称の差異（工事計画上の名称を記載。） 

  

 



 

 

 

 

比較表（原子炉格納施設の基本設計方針）－ 5 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉格納施設の基本設計方針） 

伊方発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

玄海原子力発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

東海第二発電所 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所 7号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
東海第二発電所との比較 

  

 

炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）が機能喪失した場合及び全交流動力電

源喪失により，残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード）が起動できない場合の重大

事故等対処設備として使用する代替格納容

器スプレイ冷却系（常設）は，復水移送ポン

プにより，復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等

を経由して原子炉格納容器スプレイ管から

ドライウェル内及びサプレッションチェン

バ内にスプレイすることで，原子炉格納容器

内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度

を低下させることができる設計とする。 

【64 条 27】【64 条 32】 

    

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

設置（変更）許可における設計方針の差異 

  

表現上の差異（基本設計方針の文章構成の差

異） 

設備構成の差異 

  

設備名称の差異（工事計画上の名称を記載。） 

  

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

非常用ディーゼル発電設備に加えて，代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電

が可能な設計とする。 

【64 条 3】【64 条 28】 

 

設置（変更）許可における設計方針の差異 

   代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の流

路として，設計基準対象施設である原子炉格

納容器及び配管貫通部を重大事故等対処設

備として使用することから，流路に係る機能

について重大事故等対処設備としての設計

を行う。 

【64 条 55】 

表現上の差異（基本設計方針対象設備の記

載） 

  

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するための設備として兼用する設

計とする。 

【64 条 44】 

差異なし 

 

  

    a. 多様性，位置的分散及び独立性  

  

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，復水移送ポンプを代替所内電気設

備を経由した常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備からの給電により駆

動できることで，非常用所内電気設備を経由

した非常用ディーゼル発電設備からの給電

により駆動する残留熱除去系ポンプを用い

た残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）に対して多様性を有する設計とする。 

【64 条 45】 

 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

設備構成の差異 

 

 

 

設備名称の差異（工事計画上の名称を記載。） 



 

 

 

 

比較表（原子炉格納施設の基本設計方針）－ 6 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉格納施設の基本設計方針） 

伊方発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

玄海原子力発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

東海第二発電所 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所 7号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
東海第二発電所との比較 

  

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の電

動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能と

することで，非常用ディーゼル発電設備から

の給電による遠隔操作に対して多様性を有

する設計とする。また，代替格納容器スプレ

イ冷却系（常設）の電動弁は，代替所内電気

設備を経由して給電する系統において，独立

した電路で系統構成することにより，非常用

所内電気設備を経由して給電する系統に対

して独立性を有する設計とする。 

【64 条 46】 

 

 

 

設備名称の差異（工事計画上の名称を記載。） 

  

 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

は，復水貯蔵槽を水源とすることで，サプレ

ッションチェンバを水源とする残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）に対して

異なる水源を有する設計とする。復水移送ポ

ンプ及び復水貯蔵槽は，廃棄物処理建屋内に

設置することで，原子炉建屋内の残留熱除去

系ポンプ及びサプレッションチェンバと共

通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

【64 条 47】 

 

 

設備構成の差異 

設備名称の差異（工事計画上の名称を記載。） 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

 

  

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，

残留熱除去系と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，水源から残留熱除去系

配管との合流点までの系統について，残留熱

除去系に対して独立性を有する設計とする。

【64 条 53】 

 

 

 

差異なし 

  

 

 

これらの多様性及び系統の独立性並びに

位置的分散によって，代替格納容器スプレイ

冷却系（常設）は，設計基準事故対処設備で

ある残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）に対して重大事故等対処設備としての

独立性を有する設計とする。 

【64 条 54】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

 



 

 

 

 

比較表（原子炉格納施設の基本設計方針）－ 7 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉格納施設の基本設計方針） 

伊方発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

玄海原子力発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

東海第二発電所 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所 7号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
東海第二発電所との比較 

   

 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

による原子炉格納容器の冷却 

 

 

   

 

 

炉心の著しい損傷防止のための原子炉格

納容器内冷却に用いる設備のうち，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード）の機能

が喪失した場合及び全交流動力電源喪失に

より，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）が起動できない場合の重大事故等対

処設備として使用する代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）は，可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）（「6,7 号機共用」（以下同じ。））

により，代替淡水源の水を残留熱除去系等を

経由して原子炉格納容器スプレイ管からド

ライウェル内及びサプレッションチェンバ

内にスプレイすることで，原子炉格納容器内

の圧力及び温度を低下させることができる

設計とする。 

【64 条 6】【64 条 12】 

 

 

 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

 

表現上の差異（設置（変更）許可本文の表現。） 

表現上の差異（基本設計方針の文章構成の差

異） 

設備構成の差異 

設備構成の差異（可搬型代替注水ポンプ（A-

2 級）は，取水源によって系統構成が異なり，

接続形態及び使用台数を一意で表現できな

いため記載しない。） 

設備名称の差異（工事計画上の名称を記載。） 

  

   

 

 炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）の機能が喪失した場合及び全交流動力

電源喪失により，残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード）が起動できない場合の重

大事故等対処設備として使用する代替格納

容器スプレイ冷却系（可搬型）は，可搬型代

替注水ポンプ（A-2 級）により，代替淡水源

の水を残留熱除去系等を経由して原子炉格

納容器スプレイ管からドライウェル内及び

サプレッションチェンバ内にスプレイする

ことで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並

びに放射性物質の濃度を低下させることが

できる設計とする。 

【64 条 29】【64 条 33】 

 

 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

設置（変更）許可における設計方針の差異 

表現上の差異（設置（変更）許可本文の表現。） 

表現上の差異（基本設計方針の文章構成の差

異） 

設備構成の差異  

設備構成の差異（可搬型代替注水ポンプ（A-

2 級）は，取水源によって系統構成が異なり，

接続形態及び使用台数を一意で表現できな

いため記載しない。） 

設備名称の差異（工事計画上の名称を記載。） 

  

  

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，

非常用ディーゼル発電設備に加えて，代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電

が可能な設計とする。また，可搬型代替注水

ポンプ（A-2 級）は，ディーゼルエンジンに

より駆動できる設計とする。 

【64 条 7】【64 条 30】 

 

 

設置（変更）許可における設計方針の差異 

 

 

設備構成の差異 

表現上の差異（設置（変更）許可本文の表現。） 

  



 

 

 

 

比較表（原子炉格納施設の基本設計方針）－ 8 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉格納施設の基本設計方針） 

伊方発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

玄海原子力発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

東海第二発電所 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所 7号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
東海第二発電所との比較 

   代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の

流路として，設計基準対象施設である原子炉

格納容器及び配管貫通部を重大事故等対処

設備として使用することから，流路に係る機

能について重大事故等対処設備としての設

計を行う。【64 条 56】 

表現上の差異（基本設計方針対象設備の記

載） 

   

 

 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するための設備として兼用する設

計とする。【64 条 44】 

差異なし  

   a. 多様性，位置的分散及び独立性  

  

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）及び代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を

ディーゼルエンジンにより駆動することで，

電動機駆動ポンプにより構成される残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に対し

て多様性を有する設計とする。 

【64 条 48】 

 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

 

設備構成の差異 

  

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の

電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能

とすることで，非常用ディーゼル発電設備か

らの給電による遠隔操作に対して多様性を

有する設計とする。また，代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）の電動弁は，代替所内

電気設備を経由して給電する系統において，

独立した電路で系統構成することにより，非

常用所内電気設備を経由して給電する系統

に対して独立性を有する設計とする。 

【64 条 49】 

 

 

設備名称の差異（工事計画上の名称を記載。） 

  

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，代替淡

水源を水源とすることで，サプレッションチ

ェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード）及び復水貯蔵槽を水源

とする代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

に対して異なる水源を有する設計とする。

【64 条 50】 

 

 

設備構成の差異 

表現上の差異（工事計画上の名称を記載） 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

比較表（原子炉格納施設の基本設計方針）－ 9 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉格納施設の基本設計方針） 

伊方発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

玄海原子力発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

東海第二発電所 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所 7号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
東海第二発電所との比較 

  

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，原子

炉建屋及び廃棄物処理建屋から離れた屋外

に分散して保管することで，原子炉建屋内の

残留熱除去系ポンプ及び廃棄物処理建屋内

の復水移送ポンプと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

【64 条 51】 

 

設備構成の差異 

 

表現上の差異（設置（変更）許可本文の表現。） 

  

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の接続口

は，共通要因によって接続できなくなること

を防止するため，位置的分散を図った複数箇

所に設置する設計とする。 

【64 条 52】 

 

設備構成の差異 

  

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，

残留熱除去系と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，水源から残留熱除去系

配管との合流点までの系統について，残留熱

除去系に対して独立性を有する設計とする。

【64 条 53】 

 

差異なし 

  

 

 

これらの多様性及び系統の独立性並びに

位置的分散によって，代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型）は，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）に対して重大事故等対処設備として

の独立性を有する設計とする。 

【64 条 54】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異（残留熱除去系における機能の

呼称の差異） 

設置（変更）許可における設計方針の差異 

 



 

 

 

 

比較表（補機駆動用燃料設備の基本設計方針）－ 1 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 

先行審査プラントの記載との比較表（補機駆動用燃料設備の基本設計方針） 

伊方発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

玄海原子力発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

東海第二発電所 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所 7号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
東海第二発電所との比較 

    第２章 個別項目  

    1. 補機駆動用燃料設備  

設備構成が異なるため，本条分での比較表

では記載を省略 

設備構成が異なるため，本条分での比較表

では記載を省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）（「6,7 号

機共用」（以下同じ。）），可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）（「6,7 号機共用」（以下同じ。）），

大容量送水車（熱交換器ユニット用）（「6,7

号機共用」（以下同じ。）），大容量送水車（原

子炉建屋放水設備用）（「6,7 号機共用」（以下

同じ。））又は大容量送水車（海水取水用）

（「6,7 号機共用」（以下同じ。））のポンプ駆

動用燃料は，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）

燃料タンク（6,7 号機共用），可搬型代替注水

ポンプ（A-2 級）燃料タンク（6,7 号機共用），

大容量送水車（熱交換器ユニット用）燃料タ

ンク（6,7 号機共用），大容量送水車（原子炉

建屋放水設備用）燃料タンク（6,7 号機共用）

又は大容量送水車（海水取水用）燃料タンク

（6,7 号機共用）に貯蔵する。 

軽油タンク（「重大事故等時のみ 6,7 号機

共用」，「6 号機設備，重大事故等時のみ 6,7

号機共用」（以下同じ。））は，可搬型代替注

水ポンプ（A-1 級），可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級），大容量送水車（熱交換器ユニット

用），大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

及び大容量送水車（海水取水用）の燃料を貯

蔵できる設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級），可搬型代

替注水ポンプ（A-2 級），大容量送水車（熱交

換器ユニット用），大容量送水車（原子炉建

屋放水設備用）及び大容量送水車（海水取水

用）は，軽油タンクからタンクローリ（4kL）

（6,7 号機共用）及びホースを用いて燃料を

補給できる設計とする。 

【62 条】【63 条】【64 条 8】【64 条 31】【64 条

61】【65 条】【66 条】【69 条】【70 条】【71 条】 

設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異（補機駆動用の燃料を補給する

設備として，ホースも使用するため記載。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

比較表（非常用取水設備の基本設計方針）－ 1 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機と東海第二発電所との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 

先行審査プラントの記載との比較表（非常用取水設備の基本設計方針） 

伊方発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

玄海原子力発電所3号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

東海第二発電所 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所 7号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
東海第二発電所との比較 

 

  

非常用取水設備の海水貯留堰（「重大事故

等時のみ 6,7 号機共用」，「6号機設備，重大

事故等時のみ 6,7 号機共用」（以下同じ。）），

スクリーン室（「重大事故等時のみ 6,7 号機

共用」，「6号機設備，重大事故等時のみ 6,7

号機共用」（以下同じ。）），取水路（「重大事

故等時のみ 6,7 号機共用」，「6号機設備，重

大事故等時のみ 6,7 号機共用」（以下同

じ。）），補機冷却用海水取水路及び補機冷却

用海水取水槽は，設計基準事故対処設備の

一部を流路として使用することから，流路

に係る機能について重大事故等対処設備と

しての設計を行う。【62 条】【63 条】【64 条

15】【64 条 22】【64 条 36】【64 条 41】【65 条】

【69 条】【71 条】 

設備構成の差異（非常用取水設備の差異） 

  

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異（非常用取水設備の差異） 

  

 

 設備構成の差異（非常用取水設備の差異） 

 




